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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コードレートと記号当たりの非コードビットの数とを含む複数の静的な入力パラメータ
を準備するステップと、
　制御シグナリングビットの数を含む複数のシグナリングされる入力パラメータを準備す
るステップと、
　前記静的な入力パラメータ及び前記複数のシグナリングされる入力パラメータから、あ
る量の制御シグナリングビットに対する送信時間インターバル当たりの制御記号の数を表
す出力パラメータを決定するステップと、
を備え、前記出力パラメータは、アップリンクに対する所与の変調及びコードスキームを
伴う物理的リソースに関連したものであり、
　出力パラメータを決定する前記ステップは、制御シグナリングビットの数にコードレー
トを乗算した積を記号当たりの非コードビットの数で除算したものを含む量に対してシー
リング演算を使用する、方法。
【請求項２】
　前記制御シグナリングビットの数は、前記シグナリングされる入力パラメータの１つで
ある、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記静的な入力パラメータは、制御チャンネルと物理的アップリンクデータチャンネル
との間のクオリティ差を含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記クオリティ差を直接的にシグナリングするのではなく、前記クオリティ差及び前記
量の項の関係が作表される、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記クオリティ差は、少なくとも１つのオフセットパラメータを含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項６】
　制御チャンネルとデータチャンネルとの間のクオリティ差を示すオフセットは、前記シ
グナリングされる入力パラメータの１つである、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　コードレートを記号当たりの非コードビットの数で除算したものは、アップリンクデー
タチャンネルのリソース割り当てから得られる、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　確認及びチャンネルクオリティインジケータに対して異なるオフセットパラメータが使
用される、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記制御記号の数に基づいてアップリンクデータチャンネルがパンクチャーされる、請
求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　コードレートと記号当たりの非コードビットの数とを含む複数の静的な入力パラメータ
を準備するように構成されたアップリンクモジュールと、
　制御シグナリングビットの数を含む複数のシグナリングされる入力パラメータを準備す
る手段と、
　前記静的な入力パラメータ及び前記複数のシグナリングされる入力パラメータから、あ
る量の制御シグナリングビットに対する送信時間インターバル当たりの制御記号の数を表
す出力パラメータを決定するように構成されたプロセッサと、
を備え、
　前記出力パラメータはアップリンクの変調及びコードスキームに関連したものであり、
前記プロセッサは、制御シグナリングビットの数にコードレートを乗算した積を記号当た
りの非コードビットの数で除算したものを含む量に対してシーリング演算を使用する、装
置。
【請求項１１】
　前記制御シグナリングビットの数は、前記シグナリングされる入力パラメータの１つで
ある、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記静的な入力パラメータは、制御チャンネルと物理的アップリンクデータチャンネル
との間のクオリティ差を含む、請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記クオリティ差を直接的にシグナリングするのではなく、前記クオリティ差及び前記
量の項の関係が作表される、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記クオリティ差は、少なくとも１つのオフセットパラメータを含む、請求項１０に記
載の装置。
【請求項１５】
　実行可能なコードが記憶されたコンピュータ読み取り可能な媒体を備え、そのコードは
、プロセッサによって実行されたときに、請求項１乃至９の方法を実行する、コンピュー
タプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、ワイヤレステレコミュニケーションの分野に係る。より詳細には、本発明は
、ワイヤレステレコミュニケーションにおけるリソース割り当てに関する。
【０００２】
　関連出願の相互参照：本願は、２００８年４月２８日に出願された米国仮特許出願第６
１／１２５，９６１号の優先権を主張する。又、本願は、２００８年４月２９日に出願さ
れた米国仮特許出願第６１／０４８，５５４号及び第６１／０４８，９０８号の優先権も
主張する。
【背景技術】
【０００３】
　テレコミュニケーション産業は、ブロードバンドサービスをサポートしながら高速アク
セスも含む融通性のある手頃な新世代の通信を開発中である。第３世代（３Ｇ）移動テレ
コミュニケーションシステムの多くの特徴が既に確立されているが、他の多くの特徴は、
まだ完全ではない。これらの開発においては第３世代パートナーシッププロジェクト（３
ＧＰＰ）が中枢である。
【０００４】
　第３世代の移動テレコミュニケーション内に入るシステムの１つは、固定及び移動顧客
に音声、データ、マルチメディア及びワイドバンド情報を配信するユニバーサル移動テレ
コミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）である。このＵＭＴＳは、大きなシステム容量
及びデータ容量を収容するように設計される。ＵＭＴＳでは、電磁スペクトルを効率的に
使用することが重要である。スペクトル効率は、周波数分割デュープレックス（ＦＤＤ）
スキームを使用して又は時分割デュープレックス（ＴＤＤ）スキームを使用して達成でき
ることが知られている。スペース分割デュープレックス（ＳＤＤ）は、ワイヤレステレコ
ミュニケーションに使用される第３のデュープレックス送信方法である。
【０００５】
　図１に見られるように、ＵＭＴＳアーキテクチャーは、ユーザ装置１０２（ＵＥ）、Ｕ
ＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク１０４（ＵＴＲＡＮ）及びコアネットワーク１２６
（ＣＮ）より成る。ＵＴＲＡＮとＵＥとの間のエアインターフェイスは、Ｕｕと称され、
ＵＴＲＡＮとコアネットワークとの間のインターフェイスは、Ｉｕと称される。
【０００６】
　高速ダウンリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）及び高速アップリンクパケットアク
セス（ＨＳＵＰＡ）は、高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）ファミリーにおける更に別の
３Ｇ移動電話プロトコルである。それらは、高いデータ転送速度を許すＵＭＴＳベースの
ネットワークのための滑らかな進化路を与えるものである。
【０００７】
　進化型ＵＴＲＡＮ（ＥＵＴＲＡＮ）は、ＨＳＰＡより最近のプロジェクトであり、３Ｇ
を更に未来へ繋げていくことを意味する。ＥＵＴＲＡＮは、種々の予想される要件に対処
するために、ＵＭＴＳ移動電話規格を改善するよう設計される。ＥＵＴＲＡＮは、しばし
ば、長期的進化（ＬＴＥ）によって指示され、システムアーキテクチャー進化（ＳＡＥ）
のような用語にも関連している。ＥＵＴＲＡＮの１つのターゲットは、全てのインターネ
ットプロトコル（ＩＰ）システムがＩＰデータを効率的に送信できるようにすることであ
る。このシステムは、音声及びデータコールに対してＰＳ（パケット交換）ドメインしか
使用せず、即ちシステムは、ボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）を含
む。
【０００８】
　ＬＴＥに関する情報は、参考としてここにそのまま援用する３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３
００（Ｖ８．０．０、２００７年３月）、Evolved Universal Terrestrial Radio Access
 (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRA)  Overa
ll description; Stage 2 (Release 8)に見ることができる。ＵＴＲＡＮ及びＥＵＴＲＡ
Ｎは、以下に、ある程度詳細に説明するが、特に、Ｅ－ＵＴＲＡＮが時間と共に進化して
いることを理解されたい。
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【０００９】
　ＵＴＲＡＮは、１組の無線ネットワークサブシステム１２８（ＲＮＳ）より成り、その
各々は、図１に見られるように、多数のセル１１０（Ｃ）の地理的カバレージを有する。
サブシステム間のインターフェイスは、Ｉｕｒと称される。各無線ネットワークサブシス
テム１２８（ＲＮＳ）は、無線ネットワークコントローラ１１２（ＲＮＣ）及び少なくと
も１つのノードＢ１１４を備え、各ノードＢは、少なくとも１つのセル１１０の地理的カ
バレージを有する。図１から明らかなように、ＲＮＣ１１２とノードＢ１１４との間のイ
ンターフェイスは、Ｉｕｂと称され、このＩｕｂは、エアインターフェイスではなくて、
固定配線である。どのノードＢ１１４にも、１つのＲＮＣ１１２しかない。ノードＢ１１
４は、ＵＥ１０２と無線送信及び受信を行う役割を果たす（ノードＢのアンテナは、典型
的に塔の頂上に見ることができるか、又は好ましくは見難い位置にある）。ＲＮＣ１１２
は、ＲＮＳ１２８内の各ノード１１４の論理的リソースを完全に制御し、又、ＲＮＣ１１
２は、あるセルから別のセルへ又は同じセルの無線チャンネル間でコールを切り換えるこ
とを含むハンドオーバー判断を行う役割を果たす。
【００１０】
　ＵＭＴＳ無線ネットワークにおいて、ＵＥは、サービスクオリティの異なる複数のアプ
リケーションを同時に実行することをサポートできる。ＭＡＣレイヤでは、複数の論理的
チャンネルを単一のトランスポートチャンネルへマルチプレクスすることができる。トラ
ンスポートチャンネルは、論理的チャンネルからのトラフィックがどのように処理されて
物理的レイヤへ送信されるか規定することができる。ＭＡＣと物理的レイヤとの間で交換
される基本的データユニットは、トランスポートブロック（ＴＢ）と称される。これは、
ＲＬＣ　ＰＤＵ及びＭＡＣヘッダより成る。送信時間インターバル（ＴＴＩ）と称される
期間中に、多数のトランスポートブロック及び幾つかの他のブロックが物理的レイヤへと
配送される。
【００１１】
　一般的に述べると、大文字又は小文字の“Ｅ”のプレフィックスは、長期的進化（ＬＴ
Ｅ）を意味する。Ｅ－ＵＴＲＡＮは、ＵＥに向いたＥ－ＵＴＲＡユーザ平面（ＲＬＣ／Ｍ
ＡＣ／ＰＨＹ）及び制御平面（ＲＲＣ）プロトコルターミネーションを与えるｅＮＢ（Ｅ
－ＵＴＲＡＮノードＢ）より成る。ｅＮＢは、Ｓ１を経てアクセスゲートウェイ（ａＧＷ
）へインターフェイスし、そしてＸ２を経て相互接続される。
【００１２】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮアーキテクチャーの一例が、図２に示されている。Ｅ－ＵＴＲＡＮのこ
の例は、ＵＥに向いたＥ－ＵＴＲＡユーザ平面（ＲＬＣ／ＭＡＣ／ＰＨＹ）及び制御平面
（ＲＲＣ）プロトコルターミネーションを与えるｅＮＢより成る。ｅＮＢは、Ｓ１インタ
ーフェイスによりＥＰＣ（進化型パケットコア）に接続され、これは、移動管理エンティ
ティ（ＭＭＥ）及び／又はアクセスゲートウェイ（ａＧＷ）のようなゲートウェイで作ら
れる。Ｓ１インターフェイスは、ＭＭＥとｅＮＢとの間の多数・対・多数関係をサポート
する。ｅＮＢには、パケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）が配置され
る。
【００１３】
　この例では、互いに通信する必要のあるｅＮＢ間にＸ２インターフェイスが存在する。
例外的なケース（例えば、ＰＬＭＮ間ハンドオーバー）では、ＬＴＥ＿ＡＣＴＩＶＥのｅ
ＮＢ間移動がＭＭＥリロケーションによりＳ１インターフェイスを経てサポートされる。
【００１４】
　ｅＮＢは、無線リソース管理（無線ベアラ制御、無線アドミッション制御、接続移動制
御、アップリンク及びダウンリンクの両方におけるＵＥへのリソースの動的な割り当て）
、ＵＥアタッチメントにおける移動管理エンティティ（ＭＭＥ）の選択、（ＭＭＥから発
信される）ページングメッセージのスケジューリング及び送信、ＭＭＥ又はＯ＆Ｍから発
信されるブロードキャスト情報のスケジュールング及び送信、並びに移動及びスケジュー
リングのための測定及び測定報告構成のような機能をホストする。ＭＭＥは、次のような
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機能、即ちｅＮＢへのページングメッセージの配布、セキュリティ制御、ユーザデータス
トリームのＩＰヘッダ圧縮及び暗号化、ページングの理由でのＵ平面パケットの終了、Ｕ
Ｅ移動をサポートするためのＵ平面のスイッチング、アイドル状態移動制御、システムア
ーキテクチャー進化（ＳＡＥ）ベアラ制御、並びにＮＡＳシグナリングの暗号化及び完全
性保護をホストする。
【００１５】
　ＴＳＧ－ＲＡＮ　ＷＧ１＃５０、Ｒ１－０７３８４２、ギリシャ、アテネ、２００７年
８月２０－２４“Notes from uplink control signaling discussions”をそのままここ
に援用する。アテネで開催されたＲＡＮ１＃５０では、ＰＵＳＣＨの制御シグナリングに
関連した多数の仮定が合意された。
　・データ及び異なる制御フィールド（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、ＣＱＩ／ＰＭＩ）は、個別の
変調記号へマップされる。ここで、ＡＣＫは、確認を意味し、ＮＡＣＫは、否定確認を意
味し、ＣＱＩは、チャンネルクオリティインジケータを意味する。
　・制御のための異なるコードレートが、異なる数の記号を占有することにより達成され
る。
　・制御シグナリングに対して使用すべきコードレートがＰＵＳＣＨ　ＭＣＳにより与え
られる。その関係がテーブルに表される。
　・テーブルは、各ＰＵＳＣＨ　ＭＣＳを、制御シグナリングのための所与のコードレー
ト、即ちＡＣＫ／ＮＡＫ又はあるＣＱＩ／ＰＭＩサイズに対して使用すべき記号の数、に
リンクさせる。
【００１６】
　３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮ　ＷＧ１、２００８年３月３１日から４月４日に中国シンセ
ンで開催されたミーティング＃５２ｂｉｓ、Ｒ１－０８１１６５も、参考としてここに（
そのまま）援用する。又、３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮ１＃５２－Ｂｉｓ、中国シンセン、
２００８年３月３１日から４月４日：“Resource Provision for UL Control in PUSCH”
も、参考としてここに（そのまま）援用する。ＲＡＮ１＃５２ｂｉｓでは、上述したマル
チプレクシングが更に鋭敏にされた。
　・ＰＵＳＣＨのＣＱＩ／ＰＭＩはＰＵＳＣＨのデータと同じ変調スキームを使用する。
　・データＭＣＳと制御シグナリングのコードレートとの間の半静的構成のオフセットが
適用される（Ａ／Ｎ及びＣＱＩ）。
　・次のステップ：オフセット値を定義する。例えば、サービスクオリティ（ＱｏＳ）の
異なる複数のサービスが時間マルチプレクスされるときに複数のオフセットが必要とされ
るかどうか検討する。
【００１７】
　既存の技術は、ＰＵＳＣＨ　ＭＳＣと、ＰＵＳＣＨ上で制御するためのリソースの量と
をどのようにリンクするか、又はＵＬデータとマルチプレクスされるときにアップリンク
（ＵＬ）制御信号に対して充分なクオリティをどのように保証するか、に対処するもので
はない。制御信号に対してリソースを割り当てるときに考慮する必要のある問題が幾つか
ある。
【００１８】
　１．制御チャンネルクオリティ
　　　・ＡＣＫ／ＮＡＣＫ及びＣＱＩは、Ｂ（Ｌ）ＥＲ性能に関して厳密な要求がある。
　　　・遅延要求のために制御信号で再送信を適用することはできない。
【００１９】
　２．データ優位性
　　　・データクオリティは、ＭＣＳ選択及びＰＵＳＣＨ電力制御のための動作点を定義
する。
　　　・制御チャンネルは、所与のＳＩＮＲ動作点に適応しなければならない。
　　　・異なるチャンネルに対して正しいレートのマッチング／デマッチング及びエンコ
ード／デコード動作を遂行するためには無線リンクの両端においてデータと制御との間の
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記号分割に関する情報を事前に知らねばならない。
【００２０】
　３．異なるＢ（Ｌ）ＥＲ動作点
　　　・データチャンネルは、ハイブリッド自動リピート要求（ＨＡＲＱ）及びリンク適
応（ＬＡ）を使用し、一方、制御シグナリングは、高速リンク適応からもＨＡＲＱからも
有益でない。
　　　・チャンネルコード化。
　　　・データチャンネルは、ターボコード及び非常に大きなコードブロックサイズを有
する。
　　　・制御チャンネルは、比較的小さなコードブロックサイズ及び小さなコード利得を
有する（ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、繰り返しコードしかもたない）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　上述した問題に対する詳細な解決策として利用できる従来技術は本質的にない。Ｒ１－
０８１２９５は、データＭＣＳレベルに基づいて制御領域のサイズを決定する式を提示す
る。しかしながら、Ｒ１－０８１２９５で提示された解決策には、多数の欠点がある。例
えば、
　・無用な項Ｋｃ（オフセットパラメータに結合する）
　・無用な関数ｌｏｇ2（）（オフセットパラメータに結合する）
　・データＭＣＳと制御チャンネルのサイズとの間の「定義されない」関係
　・Ｒ１－０８１２９５ではこの式の実現性を示すための性能結果が提示されない。
【００２２】
　これらの欠点は、上述した問題を充分に解決すると共に、ＵＬデータとマルチプレクス
されるときにＵＬ制御信号に対する充分なクオリティを保証するための解決策を必要とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　本発明は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（ＬＴＥ又は３．９Ｇ）の環境に適用することができる。し
かしながら、その原理は、このような環境に限定されず、むしろ、他の種々の現在及び将
来のワイヤレステレコミュニケーションシステム及びアクセス技術にも適用できる。
【００２４】
　本発明の実施形態は、例えば、Ｒｅｌ．８ワークアイテムのもとで３ＧＰＰに指定され
たＵＴＲＡＮ長期的進化（ＬＴＥ）のＵＬ部分に係ると共に、ＰＵＳＣＨ（物理的アップ
リンク共有チャンネル）のＵＬデータと共に送信される非データ関連制御信号（ＡＣＫ／
ＮＡＣＫ及びＣＱＩのような）に対するリソース割り当てにも係る。データ非関連制御シ
グナリングは、時分割多重化（ＴＤＭ）によりＵＬデータとでマルチプレクスすることが
できる。
【００２５】
　本発明は、物理的アップリンク制御チャンネル（ＰＵＳＣＨ）の変調及びコード化スキ
ーム（ＭＣＳ）と、ＰＵＳＣＨ上で制御するためのリソースの量との間をリンクする方法
及び装置を包含する。本発明のある実施形態によれば、制御領域のサイズの柔軟な適応を
許して、制御チャンネルのクオリティを制御するように制御リソース（ＣＱＩ＆ＡＣＫ／
ＮＡＣＫ）の量をスケーリングするためのメカニズム及び／又は式が提供される。これは
、ターゲット要件を満足するためにＵＬ制御シグナリングのクオリティを適応させること
ができるようにする。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】ＵＴＲＡＮネットワークを示す。
【図２】ＬＴＥアーキテクチャーを示す。
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【図３】提案されたリソース割り当てスキームの入力及び出力パラメータを示す。
【図４】不連続送信（ＤＴＸ）及びＡＣＫ／ＮＡＣＫのための記号スペースの４つの異な
る実施形態を示す。
【図５】ＰＵＳＣＨ　ＭＳＣと、ＰＵＳＣＨ上で制御するためのリソースの量との間のリ
ンケージを示す。
【図６】ＰＵＳＣＨ上のデータと同じ変調スキームを使用するＰＵＳＣＨ上のＣＱＩ／Ｐ
ＭＩを示す。
【図７】ＣＱＩクオリティターゲットに基づき制御リソースの量がどのように変化するか
示す。
【図８】異なるＢＷオプションがほぼ等しく遂行されるところを示す。
【図９】持続的割り当てで最も重要なケースである２ＲＢケースを示す。
【図１０】ＰＵＳＣＨ上の制御シグナリング及び未解決問題に関する判断を示す。
【図１１】本発明の一実施形態による提案されたスキームを示す。
【図１２】ＢＷ割り当てでのｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢを示す。
【図１３】ＢＬＥＲの例を示す。
【図１４】ＢＬＥＲデータが４０％未満のオフセットの数値を示す。
【図１５】ＢＬＥＲデータが５０％未満のオフセットの数値を示す。
【図１６】ＢＬＥＲデータが２０％未満のオフセットの数値を示す。
【図１７】ＢＬＥＲデータが２０％未満で且つＢＬＥＲ＿ＣＱＩが１０％未満のオフセッ
トの数値を示す。
【図１８】数値の概要である。
【図１９】シグナリングの態様を示す。
【図２０】観察を列挙したものである。
【図２１】改善されたＤＴＸ検出を示す。
【図２２】シミュレーションの仮定を与える。
【図２３】ＣＱＩ　ＢＬＥＲが１０％に等しい制御チャンネル性能２ＲＢ（短期間）を示
す。
【図２４】ＣＱＩ　ＢＬＥＲが５％に等しい制御チャンネル性能２ＲＢ（短期間）を示す
。
【図２５】ＣＱＩ　ＢＬＥＲが１％に等しい制御チャンネル性能２ＲＢ（短期間）を示す
。
【図２６】異なるＰＵＳＣＨ　ＢＷオプションに対する制御チャンネル性能（短期間）の
性能比較を示す。
【図２７】制御チャンネル性能（長期間）を示す。
【図２８】ＲＡＮ１状態を示す。
【図２９】データＭＣＳに基づいて制御領域のサイズを決定するための提案された式を示
す。
【図３０】制御チャンネルとデータチャンネルとの間の性能差を補償するｏｆｆｓｅｔ＿
ｄＢを示す。
【図３１】制御チャンネルのサイズ（短期間）を示す。
【図３２】ＢＬＥＲデータが２０％未満のオフセットの数値（短期間）を示す。
【図３３】ＢＬＥＲデータが４０％未満のオフセットの数値（短期間）を示す。
【図３４】ＢＬＥＲデータが５０％未満のオフセットの数値（短期間）を示す。
【図３５】ＢＬＥＲデータが２０％未満のオフセットの数値（短期間）を示す。
【図３６】オフセット数値２ＲＢ（短期間）の概要である。
【図３７】オフセット数値２ＲＢ（長期間）を示す。
【図３８】結論を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明の好ましい実施形態を以下に説明する。これは、単に、本発明を実施する１つの
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仕方を例示するものに過ぎず、本発明の範囲をそれに限定するものではない。
【００２８】
　本発明のこの実施形態は、多数の予め定められた入力パラメータで制御信号領域のサイ
ズを決定するための方法及び手順を提供する。本発明のこの実施形態は、これらパラメー
タを入力として利用するアルゴリズムを含む。目標は、この方法及び手順を標準化して、
ＵＥ及びｅＮｏｄｅＢの両方が利用できるようにすることである。
【００２９】
　この実施形態により網羅される別の主題は、ｅＮＢにおいてＡＣＫ／ＮＡＣＫの改善さ
れたＤＴＸ検出をサポートする構成である。これは、特殊なＡＣＫ／ＮＡＣＫディメンシ
ョニングにより達成される。
【００３０】
　一般的に述べると、ＤＴＸ状況は、ＤＬリソース割り当て許可の失敗に関連している。
ＤＬリソース割り当てが失敗すると、ＰＤＣＣＨに関連したＡＣＫ／ＮＡＣＫが、所与の
ＵＬサブフレームから脱落する。というのは、ＵＥがＤＬ割り当てをし損ない、それ故、
ＡＣＫ／ＮＡＣＫを含む理由がなくなるからである。ＡＣＫ／ＮＡＣＫの存在がＵＬ許可
においてシグナリングされない場合には、ノードＢは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫが存在しないこ
とを知ることができず、それ故、受信を誤って解釈することがある。Ａ／Ｎビットの存在
がＵＬ　ＰＵＳＣＨにおいてシグナリングされる場合には、受信性能を改善することがで
きる。ここでは、このシグナリングをＤＴＸシグナリングと称する。
【００３１】
　制御領域のサイズを定義するための基本的な機能が図３に示されている。ここに提案す
るリソース割り当てスキームは、上位レイヤを経てシグナリングされる「半静的」入力パ
ラメータ、即ち所与の制御チャンネルとＰＵＳＣＨデータチャンネルとの間のクオリティ
差であるｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢと、（所与の制御シグナリング形式に対する）制御シグナリ
ングビットの数であるＮとを含む。静的入力パラメータ（ＵＬデータＭＣＳ特有）は、Ｕ
Ｌデータチャンネルの所与のＭＣＳのコードレート（ＣＲ）（例えば、３／１）と、所与
のＵＬデータＭＣＳに対する非コードビット数／記号［ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、６４ＱＡ
Ｍで２、４又は６］であるＭｍｏｄ（即ち、Ｍmod）である。出力パラメータＭｃｔｒｌ
（即ち、Ｍctrl）は、ある数の制御シグナリングビット（Ｎ）に対する制御記号／ＴＴＩ
の数である。
【００３２】
　Ｍｃｔｒｌは、ＵＬで使用される所与の変調及びコードスキームに関連している。この
Ｍｃｔｒｌを計算するアルゴリズムは、次のように表すことができる。
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【数１】

【００３３】
　改善型ＤＴＸ検出は、（例えば、ＵＬ許可に含まれる１ビットのような）明確なＤＴＸ
シグナリングが存在しない状況において達成できる。これらの場合には、Ｍｃｔｒｌ記号
を常に予約し、そしてこの記号スペースを使用してＮＡＣＫ又はＤＴＸを送信することが
できる。しかしながら、この解決策の問題は、制御オーバーヘッドが過剰なことである。
【００３４】
　ＤＴＸ検出を改善するための１つの方法は、ある数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ記号が常に予約
されるように制御シグナリングサイズを定義することである。その考え方は、次のように
表すことができる。
【数２】

但し、Ｋは、所定の数で、例えば、８ないし１０である。この数は、適度な制御オーバー
ヘッドを維持しながら充分なＤＴＸ検出性能を発揮するように選択される。その手順は、
ＡＣＫ／ＮＡＣＫが存在するときに、Ａ／Ｎ（即ち、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）記号の数が、例
えば、前記方程式に基づいて計算されるというものである。ＡＣＫ／ＮＡＣＫが存在しな
いときにも、Ｋこの記号が依然予約される。これらのケースでは、ＵＥは、ＮＡＣＫ又は
ＤＴＸのいずれかをシグナリングすることができる。この構成の利益は、制御オーバーヘ
ッドが減少されると同時に、ＤＴＸ性能が常に保証されることである。
【００３５】
　本発明の実施形態は、図３に示す機能により具現化することができる。好ましい実施形
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態の１つにおいて、ＵＥ及びｅＮＢの両方は、Ｍｃｔｒｌを定義するための同じ機能を含
む。この方法は、（１）ｅＮＢがｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢを定義し、（２）ｅＮＢがｏｆｆｓ
ｅｔ＿ｄＢパラメータをＵＥへシグナリングし、（３）ＵＥがＭｃｔｒｌを計算し、そし
て所定の場所に位置するＭｃｔｒｌリソース要素（記号）を使用して所与の制御シグナリ
ング形式を送信し、（４）ｅＮＢがＭｃｔｒｌを計算し、そして所定の場所に位置するＭ
ｃｔｒｌリソース要素（記号）を使用して所与の制御シグナリング形式を受信することを
含む。
【００３６】
　別の実施形態では、ｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢは、異なるＰＵＳＣＨ帯域巾（又は好ましくは
グループＰＵＳＣＨ帯域巾）に対して別々に定義される。その一例を以下に示す（２つの
グループ）。
　・ｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢ＿１、　ＢＷ＜Ｋ　ＲＢの場合（Ｋは、所定の数、例えば、５）
　・ｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢ＿２、　ＢＷ＝Ｋ　ＲＢの場合
【００３７】
　更に別の実施形態では、ｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢは、異なるＭＣＳ帯域巾（又は好ましくは
ＭＣＳのグループ）に対して別々に定義される。その一例を以下に示す（２つのグループ
）。
　・ｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢ＿１、　ＱＰＳＫの場合
　・ｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢ＿２、　１６ＱＡＭ及び６４ＱＡＭの場合
【００３８】
　更に別の実施形態では、ｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢパラメータは、異なるサービス形式に対し
て別々に定義される。
　・ｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢ＿１、　遅延が重要なサービスの場合
　・ｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢ＿２、　遅延が重要でないデータ（低ＨＡＲＱ動作点）の場合
【００３９】
　更に別の実施形態では、ｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢパラメータは、異なる制御チャンネルに対
して別々に定義される。
　・ｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢ＿１、　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（Ｎ＝１又は２ビット）の場合
　・ｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢ＿２、　ＣＱＩ、Ｎ＝５ビットの場合
　・ｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢ＿３、　ＣＱＩ、Ｎ＝１００ビットの場合
【００４０】
　更に別の実施形態では、ＸｄＢの安全余裕が、ｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢパラメータの最上部
に適用される。
【００４１】
　シグナリングに関しては、ｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢパラメータは、上位レイヤを経てシグナ
リングされる（例えば、ＲＲＣシグナリング）。ＡＣＫ／ＮＡＣＫに関連した（最初の）
ｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢは、ブロードキャストシグナリングの一部分である。持続的ＵＥ（即
ち、動的なＵＬ許可が得られないもの）は、リソース割り当て許可に含まれるｏｆｆｓｅ
ｔ＿ｄＢパラメータを有することができる。
【００４２】
　ｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢ値の定義に関しては、本発明の実施形態は、ｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢを
次の手順に基づいて定義する方法を含む。ＵＬデータチャンネル（ＨＡＲＱを伴ったり伴
わなかったりする）のブロックエラー比（ＢＬＥＲ）は、ある数（例えば、４０％）に制
限され、制御チャンネルのＢＬＥＲは、ある数（例えば、１０％）に制限され、ｏｆｆｓ
ｅｔ＿ｄＢパラメータの初期値であるクオリティ基準を満足するｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢ値を
見出し（これは、チャンネルプロフィール、ＵＥ速度のような動作環境にも基づく）そし
てＮＢにおいてデフォールトｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢパラメータとして作表することができ、
又、測定データ／制御クオリティに基づいてｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢ値を増加／減少する。
【００４３】
　本発明の範囲を逸脱せずに、ＤＴＸ問題に関して種々の変更をなすことができる。２つ
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の新規実施形態について以下に述べるが、それらをオプション１及びオプション２と称す
ることにする。
【００４４】
　ＰＵＳＣＨを経てＡＣＫ／ＮＡＣＫをシグナリングすべきでない場合には、オプション
１は、Ｋ個の記号を常に予約することを含む。しかしながら、オプション２は、Ｌ１の記
号を常に予約することを含み、Ｌ１は、データＭＣＳ及び別のｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢパラメ
ータ（ｏｆｆｓｅｔ＿ＤＴＸ＿ｄＢ）に基づく。
【数３】

【００４５】
　ＰＵＳＣＨを経てＡＣＫ／ＮＡＣＫをシグナリングすべきである場合には、オプション
１は、Ｌ２の記号を使用して、Ａ／Ｎをシグナリングすることを含む。或いは又、オプシ
ョン２は、Ｌ３の記号を予約してＡ／Ｎをシグナリングするか、又はＭｃｔｒｌ記号を使
用してＡ／Ｎをシグナリングすることを含む。
　Ｌ２＝ｍａｘ（Ｍctrl、Ｋ）
　Ｌ３＝ｍａｘ（Ｍctrl、Ｌ１）
【００４６】
　本発明の更に別の実施形態は、ＤＴＸ及びＡＣＫ／ＮＡＣＫが、重畳する記号スペース
を共有するものである。ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、図４Ａに示すように、ＤＴＸとは異なる記
号スペースを使用することができる。又は、ＤＴＸ／ＮＡＣＫは、図４Ｂに示すように、
同じ記号スペースを使用することができる。
【００４７】
　本発明の更に別の実施形態は、ＤＴＸ及びＡＣＫ／ＮＡＣＫが非重畳の記号スペースを
有するものである。ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、図４Ｃに示すように、ＤＴＸとは異なる記号ス
ペースを使用することができる。ＤＴＸ／ＮＡＣＫは、図４Ｄに示すように、同じ記号ス
ペースを使用することができ、一方、ＡＣＫは、異なる記号スペースを使用することがで
きる。
【００４８】
　ＤＴＸ及びＡＣＫ／ＮＡＣＫが非重畳の記号スペースを有する場合には、ＤＴＸをＡ／
Ｎと同時にシグナリングすることができる。或いは又、Ａ／Ｎが送信されるときには、Ｄ
ＴＸがシグナリングされない。
【００４９】
　本発明は、ＰＵＳＣＨに対して制御チャンネルのサイズを決める頑健なスキームを提供
する。この方法は、非持続的及び持続的の両方の場合に適用できる。この方法は、全ての
種類の制御信号（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ及びＣＱＩ）に対して適用できる。このスキームは、
異なる動作点及び異なるＰＵＳＣＨ帯域巾で機能する。シグナリングの必要性は最小にさ
れ、オーバーヘッドの減少でＤＴＸ検出が改善される。
【００５０】
　本発明は、種々の概念を含み、その幾つかを以下に簡単に述べる。以下の概念は、本発
明の範囲から逸脱せずに、複数の従属した仕方で互いに更に組み合わせできることが理解
されよう。
【００５１】
　本発明の一実施形態は、複数の実質的に静的な入力パラメータを準備し、複数のシグナ
リングされる入力パラメータを準備し、前記実質的に静的な入力パラメータ及び前記複数
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のシグナリングされる入力パラメータから、ある量の制御シグナリングビットに対する送
信時間インターバル当たりの制御記号の数を表す出力パラメータを決定することを含み、
前記出力パラメータはアップリンクの変調及びコードスキームに関連したものである方法
、である第１の概念を包含する。
【００５２】
　本発明の一実施形態は、前記第１の概念において、前記出力パラメータを決定すること
が、制御シグナリングビットの数にコードレートを乗算した積を記号当たりの非コードビ
ットの数で除算したものを含む量に対してシーリング演算を使用する第２の概念を包含す
る。
【００５３】
　本発明の一実施形態は、前記第２の概念において、前記制御シグナリングビットの数が
前記シグナリングされる入力パラメータの１つである第３の概念を包含する。
【００５４】
　本発明の一実施形態は、複数の実質的に静的な入力パラメータを準備する手段と、複数
のシグナリングされる入力パラメータを準備する手段と、前記実質的に静的な入力パラメ
ータ及び前記複数のシグナリングされる入力パラメータから、ある量の制御シグナリング
ビットに対する送信時間インターバル当たりの制御記号の数を表す出力パラメータを決定
する手段とを備え、前記出力パラメータはアップリンクの変調及びコードスキームに関連
したものである装置、である第４の概念を包含する。
【００５５】
　本発明の一実施形態は、前記第４の概念において、出力パラメータを決定する前記手段
が、制御シグナリングビットの数にコードレートを乗算した積を記号当たりの非コードビ
ットの数で除算したものを含む量に対してシーリング演算を使用する第５の概念を包含す
る。
【００５６】
　本発明の一実施形態は、前記第５の概念において、前記制御シグナリングビットの数が
前記シグナリングされる入力パラメータの１つである第６の概念を包含する。
【００５７】
　本発明の一実施形態は、複数の実質的に静的な入力パラメータを準備するように構成さ
れたアップリンクモジュールと、複数のシグナリングされる入力パラメータを準備するよ
うに構成されたレイヤと、前記実質的に静的な入力パラメータ及び前記複数のシグナリン
グされる入力パラメータから、ある量の制御シグナリングビットに対する送信時間インタ
ーバル当たりの制御記号の数を表す出力パラメータを決定するように構成されたプロセッ
サとを備え、前記出力パラメータはアップリンクの変調及びコードスキームに関連したも
のである装置、である第７の概念を包含する。
【００５８】
　本発明の一実施形態は、前記第７の概念において、前記プロセッサが、制御シグナリン
グビットの数にコードレートを乗算した積を記号当たりの非コードビットの数で除算した
ものを含む量に対してシーリング演算を使用する第８の概念を包含する。
【００５９】
　本発明の一実施形態は、前記第８の概念において、前記制御シグナリングビットの数が
前記シグナリングされる入力パラメータの１つである第９の概念を包含する。
【００６０】
　本発明の一実施形態は、実行可能なコードが記憶されたコンピュータ読み取り可能な媒
体を備え、そのコードは、プロセッサによって実行されたときに、複数の実質的に静的な
入力パラメータを準備し、複数のシグナリングされる入力パラメータを準備し、前記実質
的に静的な入力パラメータ及び前記複数のシグナリングされる入力パラメータから、ある
量の制御シグナリングビットに対する送信時間インターバル当たりの制御記号の数を表す
出力パラメータを決定することを実行するようにされ、前記出力パラメータはアップリン
クの変調及びコードスキームに関連したものであるコンピュータプログラム製品、である
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第１０の概念を包含する。
【００６１】
　本発明の一実施形態は、前記第１０の概念において、前記出力パラメータを決定するこ
とが、制御シグナリングビットの数にコードレートを乗算した積を記号当たりの非コード
ビットの数で除算したものを含む量に対してシーリング演算を使用する第１１の概念を包
含する。
【００６２】
　本発明の一実施形態は、前記第１１の概念において、前記制御シグナリングビットの数
が前記シグナリングされる入力パラメータの１つである第１２の概念を包含する。
【００６３】
　本発明の付加的な実施形態は、制御信号及び考えられるサウンド基準信号の影響を含め
て、実際のコードレートに基づいて（即ち、ＭＣＳのＣＲには基づかず）ＣＲが繰り返し
計算されるものを包含する。更に別の実施形態は、制御信号及び考えられるサウンド基準
信号の影響を含まずに、公称コードレートにＣＲが基づくものを包含する。更に別の実施
形態は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ及びＣＱＩが、ｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢパラメータに対して異なる
動的範囲を有するというものである。又、本発明は、シグナリング及び次の項の関係が所
定の仕方で作表される（即ち、ｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢを直接シグナリングするのではない）
実施形態も包含する。
【数４】

【００６４】
　アテネで開催されたＲＡＮ１＃５０において、ＰＵＳＣＨ　ＭＣＳと、ＰＵＳＣＨ上で
制御するためのリソースの量との間のリンクについて、ＴＳＧ－ＲＡＮ　ＷＧ１＃５０、
Ｒ１－０７３８４２（参考として援用され上述された）に説明されたように、ＰＵＳＣＨ
上の制御シグナリングに関する多数の仮定が合意された。
　・データ及び異なる制御フィールド（ＡＣＫ／ＮＡＫ、ＣＱＩ／ＰＭＩ）が個別の変調
記号へマップされる。
　・異なる数の記号を占有することにより制御のための異なるコードレートが得られる。
　・制御シグナリングに対して使用すべきコードレートは、ＰＵＳＣＨ　ＭＣＳにより与
えられる。関係がテーブルに表される。
【００６５】
　ＲＡＮ１＃５２ｂｉｓ（参考として援用され上述された）では、更に別の幾つかの細部
が合意された。
　・ＰＵＳＣＨ上のＣＱＩ／ＰＭＩは、ＰＵＳＣＨ上のデータと同じ変調スキームを使用
する。
　・データＭＣＳと制御シグナリング（Ａ／Ｎ及びＣＱＩ）のコードレートとの間の半静
的構成のオフセット。
【００６６】
　ここでは、データＭＣＳに基づき制御領域のサイズを決定するための式が提案される。
又、オフセットパラメータに対する数値セットもここに表される。これらの値を使用して
、オフセットパラメータの構成に必要な高レベルシグナリングを設計することができる。
【００６７】
　提案される式は、上位レイヤを経てシグナリングされる次のような半静的入力パラメー
タを含む。
　・所与の制御チャンネルとＰＵＳＣＨデータチャンネルとの間のｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢの
性能差（ｄＢ）。
　・Ｎ：制御シグナリングビットの数（所与の制御シグナリング形式に対する）。
【００６８】
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　事前に知られたＵＬデータＭＣＳ関係入力パラメータは、次の通りである。
　・ＣＲ：所与のＰＵＳＣＨ　ＭＣＳのコードレート（例えば、３／１）。
　・ＭMod：ＰＵＳＣＨ　ＭＣＳの（非コード）ビット数／記号、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ
、６４ＱＡＭで［２、４又は６］。
【００６９】
　Ｍｃｔｒｌは、制御記号の数／ＴＴＩであり、これは、次のように計算される。
【数５】

【００７０】
　オフセットパラメータは、ＰＵＳＣＨデータ及びＣＱＩのＢＬＥＲ動作点に基づく。こ
こでは、ｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢパラメータは、ＲＲＣシグナリングを経てシグナリングされ
ると仮定する。次のことに注意されたい。
　・全てのＰＵＳＣＨ　ＭＣＳに対して共通のｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢパラメータで充分であ
る。
　・異なる帯域巾オプションに対して共通のｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢパラメータで充分である
。持続的スケジューリングでは適応送信帯域巾が使用されないので、帯域巾依存のｏｆｆ
ｓｅｔ＿ｄＢパラメータを要求する持続的スケジューリングは、特殊なケースである。
【００７１】
　テーブル１は、ｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢパラメータに対する模擬／最適値を示す。ＡＣＫ／
ＮＡＣＫ及び異なるＣＱＩサイズに対して異なるｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢパラメータが必要で
あることに注意されたい。テーブル１に表された数値は、ｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢパラメータ
を構成するのに必要なビットの数を推定するのに使用できる。これらの結果に基づいて、
制御オーバーヘッドを最小にするために、次のことを提案する。
　・Ａ／Ｎシグナリングに関連したｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢパラメータは、３ビット（ほぼ６
．５ｄＢ）を使用して構成される。
　・ＣＱＩシグナリングに関連したｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢパラメータは、４ないし５ビット
（ほぼ１．５ｄＢ）を使用して構成される。
【００７２】
　周期的ＣＱＩ及びスケジュールされたＣＱＩは、それら自身のｏｆｆｓｅｔ＿ｄＢパラ
メータを必要とする。
【００７３】
　ＰＵＳＣＨを経てＡＣＫ／ＮＡＣＫをシグナリングするときには、考慮する必要のある
重要な問題は、ＤＴＸ対ＡＣＫ問題である。テーブル１の結果は、ＵＥがＰＵＳＣＨにお
けるＡＣＫ／ＮＡＣＫの存在に関して知っていると仮定している。しかしながら、ＡＣＫ
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／ＮＡＣＫの存在に関する情報が得られない場合には、必要なＡＣＫ／ＮＡＣＫ記号の数
が著しく過剰になる。又、ＵＥがＰＵＳＣＨにおけるＡＣＫ／ＮＡＣＫの存在に関して知
らない場合には、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ及びＣＱＩについて異なる式が必要になることに注意
されたい。
【００７４】
【表１】

【００７５】
　とりわけ、本発明のこの実施形態は、データＭＣＳに基づいて制御領域のサイズを決定
するための詳細な式を提供する。又、この式は、ＰＵＳＣＨにおける制御チャンネルのサ
イズを決定する方法として使用されることも提案される。提案された式は、シグナリング
負担を最小にし、制御チャンネルクオリティをターゲットレベルに保持する。更に、これ
は、持続的且つ動的にスケジュールされたデータと、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ及びＣＱＩのよう
な全ての種類の制御形式との両方に適用できる。
【００７６】

【表２】

【００７７】
　上述した各実施形態は、ここに述べる方法に適合する標準的なオペレーティングシステ
ムソフトウェアを伴う汎用又は特殊使用のコンピュータシステムを使用して具現化するこ
とができる。ソフトウェアは、システムの特定ハードウェアのオペレーションを駆動する
ように設計され、他のシステムコンポーネント及びＩ／Ｏコントローラに適合することが
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できる。この実施形態のコンピュータシステムは、単一処理ユニット、並列オペレーショ
ンが可能な複数処理ユニットを含むＣＰＵプロセッサを備えているか、或いはＣＰＵを、
例えば、クライアント及びサーバーにおいて１つ以上の処理ユニットにわたり１つ以上の
位置に分散させることもできる。メモリは、磁気メディア、光学的メディア、ランダムア
クセスメモリ（ＲＡＭ）、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、データキャッシュ、データオ
ブジェクト、等を含む既知の形式のデータ記憶及び／又は伝送媒体で構成される。更に、
ＣＰＵと同様に、メモリは、１つ以上の形式のデータ記憶装置を含む単一の物理的位置に
存在してもよいし、或いは複数の物理的システムにわたって種々の形態で分散されてもよ
い。
【００７８】
　添付図面及びそれを参照した最適な実施形態の説明は、方法、システム、移動装置、ネ
ットワーク要素、及び考慮中のソフトウェア製品の完全に厳密な取り扱いを主張するもの
ではないことを理解されたい。当業者であれば、ここに述べるステップ及び信号は、種々
の形式の中間の相互作用を除外するものでない一般的な原因・結果の関係を表すものであ
ることが理解されると共に、ここに述べる種々のステップ及び構造は、ここに更に詳細に
述べる必要のないハードウェア及びソフトウェアの種々の異なる組み合わせを使用して、
種々の異なるシーケンス及び構成により具現化できることも理解されるであろう。
【符号の説明】
【００７９】
　１０２：ユーザ装置（ＵＥ）
　１０４：ＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）
　１１０：セル（Ｃ）
　１１２：無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）
　１１４：ノードＢ
　１２６：コアネットワーク（ＣＮ）
　１２８：無線ネットワークサブシステム（ＲＮＳ）
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